
令    和    ７    年
高 知 县 警 察 本 部
警      察      署

车道右侧或右侧的路侧带
禁止通行。

应当遵从的信号与停止位置

在有自行车横
断带的场所，
沿着自行车横
断带过马路！

交通违反通告制度

第

電

職   続

前
後

道 路 交 通 法 第 1 条 の 規 定 に よ り 上 記 の と お り 出 頭 を 命 じ ま

す 。 （ 「 命 令 」 欄 が 有 の

１   09

場合） 

２  上 記 １ 以 外 の 方 は 刑 事 訴 訟 法 第 198条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 上 記 の と お り

出 頭 を 求 め ま す 。
３  出 頭 の 際 は 本 書 、 印 鑑 及 び 運 転 免 許 証 （ 免 許 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド を 含 む ） を 持 て

く だ さ い 。

km/h km/ h km/h 

本  籍

住  所

交 通  事 故

⑹  反  則  制  度
□

不  該  当

( ○  印 の  も  の

）

非 反 則

行  為

□ 無  免  許
• 無  資  格

□ 酒 気  帯 び □
□麻薬等影響

⑩  補  足  欄  □
□ 警 察 署 長 の 交 通 規 制  5  ･ Ⅰ ､ 令 3  の 2

⑪  過   失

□ 不 注 意 に よ る 確 認 義 務  □ 信 号  □ 法 定 禁 止 場 所  □ 免 許 証 携 帯  

□ 速 度  □ 踏 切

□ 道 路 標 識 等 の 表 示 に よ る 禁 止 制 限 場 所  
□ 同 通 行 帯

不 履 行  ･ Ⅲ 追 加  □

②  速  度  超  過  □  法 定 速 度 違 反  □  指 定 速 度 違 反  超

過  のところ

□ 高 速 □ 自 専 道  2 2  ･  I ､  1 1 8  ･  I  ( 1  )､  令      2 2  ･  I ､  4  ･  I ､  1 1 8  ･  I  

( 1  )､  令  1  の  2④  指  定  場  所  □  指 定 場 所 一 時 不 停 止  □ 交 差 道 路

通 行 車 両 等 の 進 行 妨 害一  時  不  停  止 等  4 3  ､  4  ･  I ､  1 1 9  ･  I  ( 5  

)､  令  1  の  2            4 3  ､  1 1 9  ･  I  ( 5  )

⑤  通  行  区  分  違 反  □ 右 側 通 行

17 ･ Ⅳ  ､ 119 ･ I ( 6 ）

⑥  通  行  禁  止  違 反  □  一 方 通 行 違 反   □  通 行
禁 止 場 所 違 反

8  ･  I ､  4  ･  I ､  1 1 9  ･  I  ( 2  )､  令  1  の  2                8  ･  I ､  4  ･  I ､  1 1 9  ･  I  ( 2  )､  

令  1  の  2

□ 禁 止 場 所  ( □ 右 折  □ 左 折  □ 直 進 ）
8  ･  I ､  4  ･  I ､  1 1 9  ･  I  ( 2  )､  令  1  の  2

⑦  横  断  歩  行  者 等  □  進 路 前 方 横 断 歩 道 等 を 歩 行 者 等 横 断 中

⑨  そ  の  他  

□

□ 居 所 等 不

明  □

逃  亡

1 2 5･ Ⅱ ( 1 )   1 2 5 ･ Ⅱ ( 2 )  1 2 5 ･ Ⅱ ( 3 )  1 2 6 ･
Ⅰ ( 1 )  126･Ⅰ(2)

免  許  証

日

⑷   高知県
付近道路

署 ・ 課 ・ 隊

乗 貨 貨  特  
電

用  物

登録(車両)番号

午

職
年       月       日生(   歳) 

業

お

時  

り
命  令

有 ･ 無

事 業 用 )

分  頃

令和  年 時

交 付 ・命 令 者の所
階  級  及  び  氏  名

保  護  者  
住

又  は  
所

氏

□ 進 路 前 方 横 断 歩 道 等 を 横 断 し よ う と す る 歩 行 者 等 あ

る と き

3 8  ･  1  ､  1 1 9  ･  1  ( 5  ) ( □ 一 時 不 停 止 ( □ 停 止 線 設 置 ) 4 ･ I､ 令 1
の 2 □ 通 行 妨 害 )

免許

証  告  知  票  ・  出  頭  命  令  書  (  番 号
等

期

限  ⑴   生 年 月

令  氏 名

和

年

月

日ま

で

有効

—

項  で

の  そ  項
数  の  ･ 

③  信  号  無  視  □  信 号 機 信 号  ( □ 赤 色  □ 黄 色 ） 無 視

字  下  (  赤  色  等  ）  7  ､  4  ･  I ､  1 1 9  ･  I  ( 2  )､  令  2  ･  
I

だ  ○  違

事  印  罰  反
条  事

・

⑧  積載物重量制限 超過 □ 積 載 物 重 量 制 限 超 過   kg  kg  
kg 

( 大 型 等 10 割 以 上 ) 57 ･ Ⅰ  ､ 118 ･ Ⅱ ( 1 )､ 令  22 ( 2 )   超 過   のところ

ℓ

(  歳) 
業   柄

大  型  車   普  通  車  二輪車 原付車 軽車両

準  準

大  大  中  大  路 乗  貨  三  軽  軽  軽  大  普  軽  二  小  一  自  

自  除
転  

く

中  中
型  型  型 型 型  型  面  四  四  自  自  種  型  種  

転  軽

乗 貨 
車  

車

用  物  輪  乗  貨  三  二  二  二  原  特  原  車  を  両

号(自家用・

月  日  午

◎  送  致  署  等

) □

有  交 付 ･ 命 令 日 時 令和  年   月   日  午  前  時   分  運

後
効

転

印  代

行
業務

そ

出  頭  中

日時  場
所  □

号  
月  裏  

の・  
面  

他
免許情報記録 令和  年  月  日    安委員会交付等  日  

記

載  
業

✰
前  後

と

務中

□

大
・
中

・

準
中

型

車

最

大

積

載

量

車

両

総

重

妨  害  等  38 ･ 1 ､ 119 ･ 1 ( 5 ) ( □ 一 時 不 停 止 ( □ 停 止 線 設 置 )4･I､令1の2 
□ 通 行 妨 害 )  量

― 
―

定
員

人

（ ◎
現 免  少住 

許

勤  務  先  名
⑵

違  反  車

○ 印 の

も  の

⑶
所   違反日時

男・女が 証
異 等
な   歩 行 者  違 反場所る 住
場  

囲  □  
⑸  ①  無  免  許  □ 無 免 許 運 転  □ 酒 酔 い 運 転  □ 酒 気 帯 び 運 転 (呼 気  

0.15

㎎  
以 上 )  両合 
所  ん  を  

酒  酔  い  等     6 4  ・  I、  1 1 7  の  2  の  2  ･  I  6 5  ・  I、  1 1 7  の  2  ･  I (     

6 5 ・ I 、 1 1 7の 2の 2 ･ I ( 3 )､ 令 4 4の 3
）

64
･I

､117
の

2の
2･

I(1)
は

道
路

交
通

法
第

64
条

1項
､第

117
条

の
2

の
2
第

1
項

第
1号

､令
44

の
3
は

同
法

施
行

令
   

 
 
第
4
4
条

の
3､規

9
の

2
の

2
は

同
法

施
行

規
則

第
9
条

の
2の

2
､車

44(
6
)
は
道

路
運

送

車
両

法
第

44
条

第
6号

､
保

62

は
道

路
運

送
車

両
の

保
安

基
準

第
62

条
､
保

細
告

171
は
道

路
運

送
車

両

の
保

安
基

準
の
細

目
を
定

め
る
告

示
第

171
条

､保
整

告
27

は
道

路
運

送
車

両
の
保

安
基

準
第

二
章

及
び
第

三
章

の
規

定
の

適
用

関
係

の
整

理
の

た
め

必

要
な

事
項

を
定
め

る
告

示
第

27条
､軌

14
は
軌

道
法

第
14

条
､
軌

運
規

53

は
軌

道
運

転
規

則
第

53条
､細

則
11(1)

【交通票】

場

氏

後

高知県

先交差点

□ 禁止場所  (□右折 □左折 □直進）
8  ･  I ､  4  ･  I ､  1 1 9  ･ I  ( 2  )､  令 1  の  2

□ 進路前方横断歩道等を横断しようとする歩行者等あるとき

□ 警 察 署 長 の 交 通 規 制   5･Ⅰ､令3の2

高 知 県 警 察 本 部  庁 舎 １ 階 交  通 

反 則 通 告 セ ン タ ー

高 知 市 丸 ノ 内 ２ 丁 目 ４ － 3 0

出 頭 場 所 参 考 図

道  路  交  通  法  第  １ ２ ６ 条  の  規  定  に  よ  り  上  記  の  と  お  り  告  知  し  ま  す  。

が

( 
)

免

証

等

令和

年

月

合 証

等

km/h km/ h km/h 

超 過  のところ

住  所

生  年  月日

)

少

前日  時 令和  年   月   日  午  後  時   分

原付車 

本  籍

⑶
反則日時

⑷

反則場所

普  通  車
乗  貨  三  軽  軽  

軽 カ 四  
四

用  物  輪  乗  貨  

三ー

⑵   大  型  車準  準
反  則  車  大  大  中 中 中  大  路
○印で 用  型物 型用 物 型 

型  型  
型車  

面 乗  貨
囲 ん だ  乗  貨  貨 用 物  特  
電

も  の  登録(車両)番号

二輪車
ミ大 普  

軽  二自 
自  種 
ニ二 二  

二  原

職   続

勤 務 先 名 業  柄  記

補  足  欄  □

速  度  超  過
(  以上 未満 )  

□  法定速度違反 □  指定速度違反

許  交  通  反  則  告  知  書  (  番 号

⑹
反則行為の種別 大型車 普通車 二輪車 上 記 (5) 記 載 の □ 番 号   

,000円
原付車 重被牽引車 を ○ 印 で 囲 ん だ も の

□
告  知

有  
告 知 者 の 所 属 

署 ・ 課 ・ 隊 印 
運

階 級 等 及 び 氏 名

効  ⑴

期  反則

限  者

転
職

年 月 日生( 歳) 代
業 

行

業

務

中

公安委員会交付等 所  □

電 月 裏 

そ
面

( 歳 
の

他

令和  年  月  日  午  前   時   分  頃  ●

現

付近道路  金

側  書

留

に

よ

る

郵

指  定  場  所  □  指定場所一時不停止  □交差道路通行車両等 の進行妨害 
送

は

受

付

せ

ん
。

妨  害  等  38 ･ 1 ､ 119 ･ 1 ( 5 )  (□一時不停止(□停止線設置)4･I､令1の2 □通行妨害
)

銀
38 ･ 1 ､ 119 ･ 1 ( 5 )   (□一時不停止(□停止線設置)4･I､令1の2 □ 通 行
妨 害 )  行

使  用  等  (  保  71 ( 5 の 5 )､ 118 ･ Ⅰ ( 4 )    を 注 視  71 ( 5 の 5 )､ 118 ･ Ⅰ ( 4 
)   局 に

納

め

て

下

さ

不注意による確認義務  □信号  □法定禁止場所  □免許証携帯  □速度  □踏切   い□道路標識等の表示に よ る 禁止制限場所  □同通行帯   
。

不履行 ･Ⅲ追加 □

車両等の種 類( ○ 印 のも の） 反則行為の種類  (7) 反 則  金 相 当 額

定 員 外 乗車 □定員外乗車 (□自動車 □原付)( 人超過 人のところ か

57 ･ 1 ､ 120 ･ Ⅱ ( 2 )  （ 令 22 ( 1 )､ 令 23 ( 1 )） 郵

免  許  証  第
・

免許情報記録 令和  年  月  日

保  護  者  住

又  は  
所

□  高 速      □  自 専  2 2  ･  I ､  1 1 8  ･  I  ( 1  )､  令  1 1  2 2 ･ I ､ 4 ･ I ､

1 1 8 ･ I  ( 1 ) ､ 令  1 の 2

2  信  号  無  視  □  信号機信号  (□赤色  □黄色）  無視
( 赤 色 等 ）  7  ､  4  ･  I ､  1 1 9  ･ I  ( 2  )､  令 2  ･  I
~  時  不  停止  4 3  ､  4  ･  I ､  1 1 9  ･  I  ( 5  )､  令  1  の  2  4 3  ､  

1 1 9  ･  I  ( 5  )
4 通行区分違反 □右側通行

17 ･ Ⅳ ､ 119 ･ I ( 6 ）5 通 行 禁 止 違 □  一方通行違反 □  通行禁止場所違反  け
8 ･ I､ 4 ･ I､ 119 ･ I ( 2 )､ 令 1 の 2   8 ･ I､ 4 ･ I､ 119 ･ I ( 2 )､ 令 1 の 2  

ま

6 横  断  歩  行 者  □  進路前方横断歩道等を歩行者等横断中

8 携 帯 電 話 □無線通話装置を使用 □画像表示用装置を手で保持して画像  便

— 号 ⑻出頭

重  
自  事  日  載

被   業
小  一  牽  

家 業 
午前 

の  務

型  種  引  9:00 
特  原  車  用  用  

～ と  中

午後 
お

号 3:00 
り日ま

で  男・女
有

⑸
現

効  
囲  □     

反 住  
ん   を

だ  ○  則
所

事  印  事

項  で     

項
異 ◎  の・そ      

･
な

免  
数  の     

罰 る  字   

下
許  

条
場

◎  
発 生 府 県  送 致 署 等

22･Ⅰ
､118

 ･Ⅰ
(1)は

道
路

交
通

法
(昭

和
35
年
法
律

第
105

号
)第

22条
1項

､

第
118

条
第

1
項

第
1号

､令
1の

2は
同

法
施

行
令
(昭

和
35
年

政
     

令
第

270号
)第

1条
の

2､規
9の

2の
2は

同
法
施

行
規

則
(昭

和
35年

総
理

府
令

第
60

号
)
第
9条

の
2の

2､車
44(6

 )は
道
路

運
送

車
両

法
(昭

和

26年
法

律
第
185

号
)
第
44条

6号
､保

62
は
道
路

運
送

車
両
の
保

安
基

準
(昭

和

26年
運
輸

省
令

第
67号

)第
62条

､保
細

告
171

は
道

路
運

送
車
    

両
の
保

安

基
準
の
細
目

を
定

め
る
告
示
(平

成
14年

国
土
交

通
省

告
示

第
619号

)第
171

条

､保
整

告
27は

道
路

運
送

車
両
の
保

安
基

準
第

二
章

及
び
第
三

章
の

規
定
の
適

用
関
係
の
整
理
の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
(平

成
15年

国
土
交

通
省

告

示
第
1318

号
)
第
27
条

､軌
14は

軌
道

法
(大

正
10
年

法
律

第
76
号
)第

14
条
､軌

運
規

53
は
軌

道
運

転
規

則
(昭

和
29
年
運
輸

省
令

第
22号

)
第
53
条

､細
則

11(2)
は

高
知

県

道
路
交

通
法

施
行

細
則
（

昭
和

35
年
高
知

県
公

安
委

員
会
規
則

第
５

号
)第

11条
第

2号
の

例
に

よ
る

｡

至今以来的交通违反都是以交通票处
理的，但从4月开始相对轻微的定型的
交通违反将使用违反票进行处理。

令和８年
４月１日

署・隊階

級氏

名 印

付近道路

住 所

氏 名

職  業

（ 学校名）

車体番号 車種/ 車名

防犯登録番号 塗 料

取 扱 者 署 ・  隊  係  氏 名

）

指  導  警  告  票

あなたの行為は、次の道路交通法違反に該当し、刑罰の対象となります。

1 酒気帯び運転 2 信 号 無 視

( 法 第  6  5  条第１  項 、  ３  年 以 下 の 懲 役 又 は  5  0  万 円 以 下 の 罰  ( 法第７  条 、  ３  か 月 以 下 の 懲 役 又

は ５ 万 円 以 下 の 罰 金 )

3 通行区分違反（ 右側通行等）  4 並進
( 法第  1  7  条第４  項等 ､  ３ か 月 以 下 の 懲 役 又 は ５  万 円 以 下 の 罰 金 等 )  (法第 19  条、２万円以下の罰金又は科料)

5 一 時 不 停 止 6 無 灯 火
(法第 43  条、３か月以下の懲役又は５万円以下の罰                  (法第52  条第１項、５万円以下の罰金)

7 二 人 乗 り 8  通行方法違反（ 歩道通行中）
(法第 57  条第２項、２万円以下の罰金又は科料)                         (法第63  条の４第２項、２万円以下の罰金又は科料 )

9 通 行 禁 止 10 携 帯 電 話 使 用 等

( 法第８  条第１  項 、  ３  か 月 以 下 の 懲 役 又 は  5  万 円 以 下 の 罰  ( 法第  7  1  条第５ 項の５ 、 ６ か 月 以 下 の 懲 役

又 は  1  0  万円以下の罰金 )

11 公安委員会遵守事項【傘さし、イヤホン等使用】
(法第 71  条第６号、５万円以下の罰金)

12 その他（

違 反 者

使 用 自 転 車

昭 ・  平  年  月  日 生 （  歳 ）

（  電 ）

違反事項

）

上記違反したことに間違いありません。今後は交通法規を 守り正しく通行することを誓います。

氏 名

1 酒気帯び運転 ２ 信号無視

３  通 行 区 分 違 反 （  右 側 通 行 等 ）  ４  並 進

５ 一時不停止 ６ 無灯火

７ 二人乗り ８  通行方法違反（歩道通行中）

９ 通行禁止 10 携帯電話使用等

11 公安委員会遵守事項 【 □ 傘さし運転 □ イヤホン等使用 】

12 その他（

年              月  日 （  ）  午  時  分ころ

—

指  導  警  告  票

取扱者

違反日時

違反場所

番号 □ 重点地区・路線

由警告票进行的警告
也将继续进行。

令和８年４月１日开始

16岁以上的自行车利用者将追加成为对象。
【违反票】

自行车主要的交通规则

在车道左侧通行是原则！ 左侧的路侧带也可以通行！

指导取缔方针

对于造成了危险性过
高的违反或是不遵从警
察指示的违反行为的
人，警察署将会进行积
极的取缔。

如果对面是红灯的话，

车道在停止线！

人行道在横断步道的停止线前！
一定要停下。

公安委員会遵守
事项违反 5,000円

道路交通法第71条第６号

撑着伞、
或拎着东西等，
利用会妨碍驾驶视
野，有影响驾驶安定
可能性的方法进行驾
驶的行为

自行车的交通规则

信号无视 6,000元
（
与
车
道·

人
行
道

无
关
）

这
个

这
个

这
个

（

车
道
通
行
时
）

（
人
行

车
道
通
行
时
）

通行区分违反 6,000元

并行禁止 3,000元

路侧带通行时的步行者通行妨碍
3,000元

在自行车可以通行的路侧带
速度过快或用其他方法阻碍
步行者通行的行为

和其他人并行骑
自行车的行为

请以列前行。

使用耳机等会造成无
法听到必要的交通声
音的状态的驾驶行为

停止位置！

停止位置！



令和５年４月１日以后，

所有年龄层的自行车利用者都被要求了努力佩戴安全帽的义务。

请带安全帽。

人行道通行方法［道路交通法第63条の４第２項］

人行道通行时必须要遵守以下条件。

人行道通行方法［道路交通法第63条の４第１項］

普通自行车在以下的情况可以在人行道通行。 例外规定！

①必须沿人行道中央靠车道侧缓慢前行
（无论是否有步行者）
②妨碍步行者通行时，必须一时停止。

人行道以歩行者优先!

人行道 车道

因自行车事故去世的人群中，

有7成是因头部受伤

有可以通行的
标识·标签的时候

儿童、高龄者或身体
有障碍人士驾驶的场合

考虑到车道或交通状况
为了确保通行安全不得
已的场合

道
路
标
签

道
路
标
识

自行车人行道通行可

13岁未
满儿童

70岁以上
高龄者

道路工事或驻车车
辆过多等理由通行
困难的场合等

饮酒驾驶

醉酒驾驶
5年以下拘禁或
100万元以下罚金

饮酒运转
3年以下拘禁或50
万元以下罚金

使用手机 12,000元

边使用手机通话
或边看手机画面
边驾驶的行为或
其他电话使用中
会产生交通危险
的行为

没有刹车装置、或在刹
车性能不良的情况下驾
驶的行为

刹车不良自行车驾驶 5,000元

交叉点优先车妨碍 5,000元

交叉点右转时妨碍
直行或左转车辆的行为

右转时,沿左侧端直接后
再转弯!

在交叉点以安
全的速度和
方法行进吧！

在没有信号的交叉点，
妨碍左侧前来车辆及
优先道路等通行车辆
的行为

人行道上的车辆驾驶违反
（慢行违反） 5,000元

在允许自行车通行的人行道
通行时，不小心步行者，不
慢行等行为

自行车除外

带物町步行街等
步行者用通路！

进入遮断栏 7,000元5,000元指定场所一时不停止

交叉点安全行进义务违反 6,000元

通行禁止违反 5,000元

就算一时停止了，如果影响了交叉车辆的
通行，也是违反行为！

警报响起时不通行.

在道路标识

等禁止自行
车通行的道
路或场所

（步行者天
国等）通行
的行为

确认
标识！

遮断栏关闭或
正要关闭时、
警报响起时穿
过铁道的行为。

人行道通行时通行
方法违反 3,000元

没有在靠近车道
侧慢行或妨碍步
行者通行等行为
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